
皆様の生活する上での不安や疑問を少しでも解消していただく
ための情報紙として、毎週お届けします。
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●「みなみそうまトピックス」から

●交流ルームひばり通信

10月7日発行

Vol.516

浮舟文化会館にて「令和3年度旧避難指示区域内市民

説明会」が開催されました。

３10 日

２ページをご覧ください。

●被災自治体News
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３
10 日

浮舟文化会館にて「令和3年度旧避難指示区域内市民説明会」が開催され、95人の市民が

参加しました。

市からは、旧避難指示区域内の状況を説明したほか、環境省からは、本市における除染、中

間貯蔵および廃棄物の進捗状況などが報告されました。

25
９ 土

「火の祭」が2年ぶりに、感染対策を実施した上で開催されました。

小高小学校の児童2人が代表して点火した100灯のかがり火が灯る中、県内最大級の2尺玉

など4,500発の花火が打ち上げられました。

火の祭は小高区野馬追執行委員会の主催で、例年は相馬野馬追の2日目に開催されますが、

令和3年は御省略野馬追で執り行うこととなったため、日を改めて実施されました。

©City of Minamisoma
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30
９ 木

本市の交流自治体である杉並区からの要請を受け、9月30日に杉並区への派遣職員の出発

式を執り行いました。

これは、新型コロナの感染症対策が危機的状況となっている杉並区からの要請を受けて、実

施するもので、派遣職員11人が、10月4日から12月24日まで期間、杉並区で新型コロナウ

イルス感染症対策業務（自宅療養者支援、ワクチン接種業務など）に従事する予定です。

６10 水

10月6日、石神第二小学校の運動会が開催されました。

今年は雨のため体育館での開催となり、子どもたちは1年生～3年生、4年生～6年生に分か

れて参加しました。

子どもたちは先生や家族などの応援を受けながら、元気いっぱい、綱引きや徒競走などの競

技を披露しました。
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南相馬市の歴史ある建物1 2012-2016

東日本大震災後に行われた福島県南相馬市における南相馬市の歴史ある建物の調査報告書

（2017年3月刊行）を以下のホームページから全文をご覧いただくことができます。

南相馬市の歴史ある建物1 2012-2016

（全国遺跡総覧（奈良文化財研究所））

https://sitereports.nabunken.go.jp/99954

掲載する調査は次の3件です。

浜通り×さんじょうライフvol.5164

●朝日座（原町区）国登録有形文化財

大正時代に建築された映画館兼芝居小屋。映画「浜の

朝日の嘘つきども」（2021年公開）の舞台となりまし

た。

●髙島家住宅（小高区）国登録有形文化財

大正時代建築のコンクリート蔵をもつ住宅。屋上テラ

スがあり、独特の様式を呈しています。

●相馬絹業協同組合（小高区）

小高で隆盛を誇った絹織物業の拠点となった昭和37

年（1962）竣工の戦後モダニズム建築です。現在は解

体され、現存していません。

問い合わせ 教育委員会 文化財課 文化財係 0244-24-5284TEL

南相馬市からのお知らせ
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【妊婦の方へ】インフルエンザ予防接種費用を助成します

9月30日HP更新

町では、季節性インフルエンザの予防接種を接種された妊婦に対し、接種料金の助成を

行います。

なお、季節性インフルエンザの予防接種は任意接種（自己責任による接種）となります

ので、ワクチン接種を希望される際は主治医にご相談ください。

助成対象期間

10月1日～12月28日の間に接種したもの

助成対象者

接種日において浪江町に住民票を有する妊婦

助成額

接種費用全額（接種回数 1回分）

請求方法

接種後、一度実費をお支払いいただき、以下の書類を健康係までお送りください。

【送付物】

予防接種費用助成申請書 【送付先】

領収書（原本）

予診票の写し

振込口座の通帳の写し

母子手帳の表紙の写し

その他

費用の請求をする時は、接種費用を支払った日の翌日から起算して1年以内に行って

ください。

福島県外で母子手帳を交付された方は、浪江町で情報を把握できていないため、案内

通知を送付していません。

予防接種費用助成申請書が必要な方は、以下からダウンロードするか、

健康係までお問い合わせください。郵送します。

予防接種費用助成申請書

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/13114.pdf

浪江町からのお知らせ

5浜通り×さんじょうライフvol.516 

〒979-1592

浪江町大字幾世橋字六反田7-2

浪江町役場 健康保険課 健康係

問い合わせ 健康保険課 健康係 0240-34-0249TEL
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高齢者等インフルエンザ予防接種を実施します

9月30日HP更新

予防接種を受ける法律上の義務はありません。

対象者

接種日に浪江町に住所を有し、次のいずれかに該当する人

① 65歳以上

② 60歳以上65歳未満であって、心臓、じん臓、呼吸器の機能に障がいまたはヒト免疫

不全ウイルスにより免疫の機能に障がいがある(身体障害者手帳1級に相当する程度)

接種内容

皮下に1回接種

接種期間

10月1日～12月28日

実施方法

●福島県内の医療機関で接種する場合

直接医療機関に予約し、窓口負担無しで接種できます。

浪江町の予診票を使用してください。

高齢者インフルエンザ予防接種実施医療機関（福島県医師会HP）

http://www.fukushima.med.or.jp/yobou/

●福島県外の医療機関で接種する場合

避難先市区町村に問い合わせてください。

予診票は避難先自治体の予診票を使用できます。

市区町村によっては、無料で接種できない場合があります。一度実費をお支払いいた

だくことになりますが、町で費用を負担しますので、領収書（原本）、予診票（写し

可）、振込口座の通帳の写しを添えて請求してください。

予防接種費用助成申請（請求）書

https://www.town.namie.fukushima.jp/uploaded/attachment/7619.pdf

持って行くもの

健康保険証

予防接種予診票

インフルエンザ予防接種済証

注意

注意

問い合わせ 健康保険課 健康係 0240-34-0249TEL

浜通り×さんじょうライフvol.5166
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【都道府県別】(福島県外) 【福島県内市町村別】

都道府県 人 数

北海道 52

青森県 40

岩手県 37

宮城県 928

秋田県 40

山形県 116

茨城県 978

栃木県 459

群馬県 131

埼玉県 652

千葉県 554

東京都 793

神奈川県 411

新潟県 287

富山県 15

石川県 25

福井県 8

山梨県 38

都道府県 人 数

長野県 54

岐阜県 19

静岡県 58

愛知県 36

三重県 7

滋賀県 5

京都府 34

大阪府 59

兵庫県 24

奈良県 6

和歌山県 1

鳥取県 -

島根県 5

岡山県 23

広島県 11

山口県 1

徳島県 1

香川県 6

都道府県 人 数

愛媛県 10

高知県 5

福岡県 19

佐賀県 4

長崎県 11

熊本県 6

大分県 5

宮崎県 10

鹿児島県 8

沖縄県 19

国外 14

合計 6,025

市町村 人 数

福島市 2,329

会津若松市 188

郡山市 1,670

いわき市 3,134

白河市 253

須賀川市 140

喜多方市 19

相馬市 429

二本松市 972

田村市 71

南相馬市 1,938

伊達市 108

本宮市 456

桑折町 140

国見町 28

川俣町 50

大玉村 183

鏡石町 7

市町村 人 数

天栄村 1

下郷町 3

南会津町 9

北塩原村 3

西会津町 4

磐梯町 4

猪苗代町 21

会津坂下町 20

金山町 1

会津美里町 9

西郷村 129

泉崎村 6

中島村 2

矢吹町 38

棚倉町 7

塙町 3

石川町 5

古殿町 1

市町村 人 数

三春町 75

小野町 11

広野町 51

楢葉町 19

富岡町 21

川内村 4

大熊町 5

双葉町 -

浪江町 1,222

葛尾村 5

新地町 81

飯舘村 2

県内 1

合計 13,878

避難者総数

19,903

(前月 19,922)

(前月 13,899)

(前月 6,023)

浪江町民の避難状況（9月30日現在）
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子どもたちにより、請戸地区に木の苗が植えら
れました

9月22日、子どもたちに“森林を守り育てる気持ち”を持ってもらうきっかけを作るための「森林

環境学習」が行われました。

この学習は、震災前、「緑の少年団」として行われ、日山などに木々を植えていました。

震災後初めての開催となる今回は、なみえ創成小学校・中学校の児童や生徒31人が参加し、東日本

大震災の津波で大きな被害を受けた「請戸小学校」のグラウンドに、小学生はクロマツを、中学生は

クロマツとサツキ、ツツジ、サカキ、サザンカを植樹しました。

また、子どもたちは、講師から森林の成り立ちや木を植える理由、木々ごとに違う葉っぱの特徴な

どを教わり、森林への関心を高めました。

町内での植樹体験を行う「森林環境学習」は来年度以降も継続して行われる予定です。
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子どもたちが「稲刈り」体験し、「新米のおに
ぎり」を食べました

10月2日、子ども週末チャレンジの稲刈り体験を行いました。

浜通り×さんじょうライフvol.5168

田植えをしたときは小さい苗でしたが、大きく大きく育ち

ました。

最初はみんなで鎌で稲刈りチャレンジ。上手に刈ることが

できました。

今年の新米も、子どもたちがといで炊飯し、おにぎりをつ

くって、美味しく食べることができました。
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町長メッセージ

10月1日HP更新

町民の皆さまへ

秋たけなわの１０月を迎えました。本来ならスポーツや芸術活動などさまざまな行事が盛んに

開催される季節ですが、新型コロナウイルスの変異型であるデルタ株による感染拡大が止ま

らず、４回目の緊急事態宣言、まん延防止等重点措置がさらに延長される中で、感染拡

大を防止するため昨年に続き、町が開催する行事のほとんどを中止せざるを得ませんでした。

町民の皆さまにおかれましては、コロナ禍の中でさまざまな活動が制限され、不自由な生活を

されていることと推察いたします。

毎年行っている国に対しての中央要望活動は、緊急事態宣言等を鑑み、８月２４日に大

熊町と合同で、復興庁、経済産業省、環境省、原子力災害現地対策本部へ書面の送

付にて要望を行いました。特に、７月に与党東日本大震災復興加速化本部より特定復興

再生拠点区域外における対応の具現化等を内容とする第１０次提言が示されたことを踏ま

え、一刻も早く町民がふるさとに戻り、震災前の生活を取り戻すことができるよう双葉町全域

の避難指示解除に向けた見通しや取り組み方針を早急かつ具体的に示し、また、現在行

われている高速道路無料措置の継続、医療費の一部負担金・国民健康保険税の減免

措置の継続について強く要望いたしました。

９月末には自由民主党総裁選挙が行われ、これに伴い今月には新内閣が発足します。

次の政権に対しても、双葉町の復興が滞ることのないように切れ目のない対応を強く要望し

ていきます。

町内の農業の取り組みについてでありますが、８月２８日に上羽鳥、中田、下長塚、三字

地区の農地保全管理組合で、９月５日には下羽鳥・長塚地区農地保全管理組合で野菜

の出荷制限等解除に向けた試験栽培への取り組みとして、それぞれの地区のほ場でキャベ

ツやブロッコリーの苗を植え付けし、ホウレンソウやコマツナ、カブの播種が行われました。収

穫した野菜は、県により放射性セシウム濃度が国の基準値を十分に下回っているかどうかを

確認していきます。このように双葉町でも、野菜の試験栽培地区の拡大や実証田において

稲が実るなど、営農再開に向け目に見える形で前進していることを実感しています。

今月から町政懇談会を開催いたします。新型コロナウイルス感染防止対策には万全を尽

くしてまいりますので、町民の皆さまには避難先のお近くの会場にお越しいただきますようお願い

いたします。

過ごしやすい季節になりましたが、引き続き新型コロナウイルス感染防止対策と併せて健康

管理にはくれぐれもご留意されますようお願いいたします。

双葉町長 伊澤 史朗

双葉町からのお知らせ
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傷病手当金について

10月1日HP更新

双葉町国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している人

傷病手当金は、双葉町国民健康保険・福島県後期高齢者医療の被保険者が、業務災害以

外の理由による新型コロナウイルス感染症の感染やその療養のために仕事を休んだ場合に、

所得保障を行う制度です。

自覚症状はないが、検査の結果「新型コロナウイルス陽性」との判定を受け入院し、仕

事を休んでいる人や、発熱などの自覚症状があり、療養のために仕事を休んでいる人も、

傷病手当金の支給対象となります。

対象者

給与などの支払いを受けている被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した

人、または発熱などの症状があり感染が疑われる人であって、かつ、労務に服することが

できなかった人

適用期間

令和2年1月1日～令和3年12月31日

支給対象となる日数

労務に服する予定であったが労務に服することができなかった日から起算して3日を経

過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数

支給額

1日当たりの支給額（直近の連続した3日間の給与収入額の合計額÷就労日数）

×2/3×支給対象となる日数

1日当たりの支給額には、上限があります。注意

問い合わせ 健康福祉課 0246-84-5205TEL

浜通り×さんじょうライフvol.51610
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令和３年度高齢者インフルエンザ予防接種の助成について

10月1日HP更新

対象者

双葉町に住民票がある方で、次のどちらかに該当する人

⑴ 接種日の時点で満65歳以上の人

⑵ 接種日の時点で満60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器・免疫機能に重度の障

がい(身体障がい者1級程度)がある人

接種期間

10月1日～12月31日

この期間以外の接種は自己負担となります。

なお、期間は市町村（医療機関）によって異なりますので、お住まいの自治体に問い

合わせてください。

接種方法

●福島県内にお住まいの人

「高齢者インフルエンザ予防接種予診票」を持参し、協力医療機関で接種できます。

（自己負担金なし）

●福島県外にお住まいの人

避難先自治体で接種方法を確認し、接種してください。

※ 福島県内の医療機関で接種を希望する場合は、双葉町健康福祉課にご相談ください。

避難先で接種して自己負担金が生じたときは還付しますので、令和４年２月末日まで

に「助成申請書」による手続きをしてください。

助成申請書

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/13578/2021influ-.doc

注意事項

・インフルエンザ予防接種は、本人が希望して受けるものです。

・接種回数は１回です。２回目を希望する場合は全額自己負担となります。

・事前に医療機関に予約してください。

・受診の際は、新型コロナウイルス感染症にも留意し、マスクの着用・手指の 消毒・混

雑を避ける、などの感染症対策をお願いします。

11浜通り×さんじょうライフvol.516 

注意

注意

問い合わせ 健康福祉課 0246-84-5205TEL
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令和３年度小児インフルエンザ予防接種の助成について

10月1日HP更新

小児のインフルエンザは任意接種のため、予防接種費用の一部を助成します。

接種に関しては、主治医と相談のうえ実施してください。

対象者

双葉町に住民票がある生後６カ月～中学３年生

助成額

1回 2,000円 （差額分は自己負担となります）

助成回数

生後6カ月～13歳未満 2回

13歳以上～中学3年生 1回

接種期間

10月1日～令和4年1月31日

この期間に接種したものが助成の対象となります。

接種方法と助成について

⑴ 医療機関に予約し接種してください。接種については保護者の同意が必要です。

⑵ 接種費用は全額支払い、領収証を受け取ってください。

（費用は医療機関により異なります。）

⑶ 1回につき2,000円を上限に助成しますので、「助成申請書」で申請してください。

申請の際には、「領収書」、さらに接種を受けた証明となる「予診票」か「母子健康

手帳(予防接種の記録欄)のコピー」を添付してください。

申請期間は令和４年2月末までです。

助成申請書

https://www.town.fukushima-futaba.lg.jp/secure/13579/entry.docx

※「助成申請書」は郵送も可能ですので、必要な際にはご連絡ください。

※ 予診票の指定はありません。医療機関のものをお使いください。

注意

注意

問い合わせ 健康福祉課 0246-84-5205TEL
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被災自治体News双葉町民の避難状況（9月30日現在）

【都道府県別】(福島県外) 【福島県内市町村別】
都道府県 人 数

北海道 13

青森県 17

岩手県 11

宮城県 242

秋田県 13

山形県 20

茨城県 453

栃木県 151

群馬県 35

埼玉県 771

千葉県 169

東京都 354

神奈川県 165

新潟県 125

富山県 11

石川県 11

都道府県 人 数

福井県 2

山梨県 14

長野県 13

岐阜県 7

静岡県 26

愛知県 12

三重県 1

滋賀県 1

京都府 12

大阪府 7

兵庫県 3

奈良県 1

和歌山県 -

鳥取県 -

島根県 14

岡山県 4

都道府県 人 数

広島県 3

山口県 1

徳島県 -

香川県 -

愛媛県 5

高知県 -

福岡県 8

佐賀県 2

長崎県 5

熊本県 1

大分県 5

宮崎県 2

鹿児島県 12

沖縄県 4

国外 6

合計 2,732

市町村 人 数

福島市 240

会津若松市 41

郡山市 653

いわき市 2,143

白河市 179

須賀川市 67

喜多方市 7

相馬市 56

二本松市 16

田村市 13

南相馬市 270

伊達市 12

本宮市 45

桑折町 6

川俣町 1

大玉村 11

市町村 人 数

鏡石町 14

天栄村 3

下郷町 2

只見町 2

南会津町 0

猪苗代町 1

会津坂下町 12

会津美里町 3

西郷村 32

泉崎村 8

中島村 2

矢吹町 24

棚倉町 12

塙町 7

石川町 1

平田村 4

避難者総数

6,728

(前月 6,771)

(前月 4,004)

(前月 2,767)

市町村 人 数

三春町 30

小野町 1

広野町 38

楢葉町 9

富岡町 8

川内村 3

大熊町 5

浪江町 5

葛尾村 2

新地町 8

合計 3,996

交流ルームひばり通信

問い合わせ
交流ルーム「ひばり」

TEL ０２５６-３３-８６５０

配布期限 １０月１３日(水)

配布場所 交流ルーム「ひばり」

※交流ルーム「ひばり」の開設日・時間は、

裏表紙カレンダーで確認ください。

※申し訳ございませんが、お届けはできません。

※期間内に受け取れない場合は、交流ルーム「ひばり」

までご相談ください。

※ご連絡がないまま期限を過ぎてしまったお米は、適切

な方法で有効に使わせていただきますので、ご了承く

ださい。

★☆★☆ お願い ☆★☆★

お越しの際は、

マスク着用をお忘れなく‼

また、お子さんは

お連れにならないでください。
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市町村名 世帯数 人数

小高区 15 37

原町区 3 3

南相馬市 計 18 40

浪江町 3 10

双葉町 1 3

郡山市 5 9

合 計 27 62

三条市に避難している
世帯数と人数(2021.10.7現在）

発行/三条市総務部政策推進課 三条市旭町二丁目３番１号
Tel 0256-34-5511

浜通り×さんじょうライフvol.51614

交流ルームひばり通信

１０月の『ひばり』
日 月 火 水 木 金 土

８ ９

ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

１０ １１ １２ １３ １４ １５ １６

ひばり休み ひばり休み ひばり休み
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

１７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３

ひばり休み ひばり休み ひばり休み
ひばり休み
浜通り配布

ひばり休み

問い合わせ TEL

E-mail
交流ルーム ひばり
（総合福祉センター内）
運営：さんじょう∞ふくしま「結」の会

0256-33-8650

hibari_sanjo_nyh@yahoo.co.jp

[開設時間] 日・水 午前10時～午後1時

※さんじょう∞ふくしま「結」の会

避難者と三条市のボランティアの有志で組織している団体で、「交流ルームひばり」の運営を無償で

行っています。「交流ルームひばり」へお気軽にお立ち寄りください。

避難先住所等の届け出について

東日本大震災に伴い避難されている方で、次のような場合は、

全国避難者情報システム（避難者名簿）に登録されている内容を

変更する必要がありますので、ご連絡ください。

・転居したので住所が変わった（変わる予定である）

・家族構成が変わった（子が進学などで転出、帰還した家族がい

るなど）

・避難生活が終了した（避難の意思を有しなくなった）

連絡先
三条市 福祉課 福祉・公営住宅係

0256-34-5405TEL


